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一

山
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公
報

号
外
第
十
一
号

令
和
五
年

三
月
三
日

金　曜　日

目

次

公
安
委
員
会

○
山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
武
　
　
田
　
　
信
　
　
彦

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条
　
山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
五
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
電
子
計
算
組
織
」
を
「
警
察
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
」
に
改

め
、
同
条
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
公
文
書
類
」
を
「
公
文
書
類
等
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
八
号
中
「
銃
砲
刀
剣
類
及
び
」
を
「
銃
砲
、
ク
ロ
ス
ボ
ウ
及
び
刀
剣
類
並
び
に
」
に
改

め
、
同
条
第
九
号
中
「
銃
砲
保
管
業
者
」
を
「
猟
銃
等
保
管
業
者
及
び
ク
ロ
ス
ボ
ウ
保
管
業
者
」
に

改
め
る
。

第
十
一
条
の
七
第
五
号
中
「
銃
砲
刀
剣
類
及
び
」
を
「
銃
砲
、
ク
ロ
ス
ボ
ウ
及
び
刀
剣
類
並
び

に
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
四
第
二
号
中
「
覚
せ
い
剤
」
を
「
覚
醒
剤
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
け
ん
銃
」

を
「
拳
銃
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

十
　
電
話
詐
欺
グ
ル
ー
プ
の
実
態
解
明
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
電
話
詐
欺
に
関
す
る
情
報
収
集
、
分
析
及
び
犯
行
ツ
ー
ル
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
電
話
詐
欺
の
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
電
話
詐
欺
捜
査
室
）

第
十
三
条
の
六
　
組
織
犯
罪
対
策
課
に
電
話
詐
欺
捜
査
室
を
附
置
す
る
。

2
　
電
話
詐
欺
捜
査
室
に
お
い
て
は
、
第
十
三
条
の
四
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務

を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
九
条
の
五
第
二
項
中
「
警
察
用
航
空
機
の
運
用
に
関
す
る
」
を
「
第
十
九
条
の
三
第
七
号
に

掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
の
六
と
す
る
。

第
十
九
条
の
四
第
二
項
中
「
前
条
に
掲
げ
る
事
務
（
第
四
号
を
除
く
。
）
」
を
「
第
十
九
条
の
三

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
の

五
と
す
る
。

第
十
九
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
警
衛
・
警
護
室
）

第
十
九
条
の
四
　
警
備
第
二
課
に
警
衛
・
警
護
室
を
附
置
す
る
。

2
　
警
衛
・
警
護
室
に
お
い
て
は
、
前
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
組
織
犯
罪
捜
査
室
」
の
下
に
「
、
電
話
詐
欺
捜
査
室
」
を
、
「
外
事
・

国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
室
」
の
下
に
「
、
警
衛
・
警
護
室
」
を
加
え
る
。

第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
組
織
犯
罪
捜
査
室
」
の
下
に
「
、
電
話
詐
欺
捜
査
室
」
を
、
「
外

事
・
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
室
」
の
下
に
「
、
警
衛
・
警
護
室
」
を
加
え
る
。
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一
警
務
の
部
中
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に
改
め
、
同
表
刑
事
企
画
の
部
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
組
織
犯
罪
対
策
の

　
　
　
　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

人
事

人
事
第
一

人
事
第
二

人
事

人
事

採
用

採
用

庶
務

庶
務

通
訳
・
企
画
調
整
企
画

通
訳

手
配
・
共
助 

人
事

人
事

採
用

採
用

庶
務

庶
務

通
訳
・
企
画
調
整
企
画

通
訳

手
配
・
共
助 

庶
務
・
通
訳

庶
務

通
訳

企
画
調
整

企
画

手
配
・
共
助



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
五
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三
月
三
日

二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
　
　
　
「

　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
警
備
第
二
の
部
中

　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
　
　
　
に
改
め
る
。

　
　
　
」

別
表
第
三
富
士
吉
田
警
察
署
の
部
富
士
山
駅
前
交
番
の
項
中
「
新
屋
」
の
下
に
「
、
新
屋
一
丁

目
、
新
屋
二
丁
目
、
新
屋
三
丁
目
、
新
屋
四
丁
目
、
新
屋
五
丁
目
」
を
加
え
る
。

第
二
条
　
山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
十
六
号
中
「
生
活
安
全
部
通
信
指
令
課
」
を
「
生
活
安
全
部
地
域
課
」
に
改
め
る
。

組
織
犯
罪

捜
査
室

組
織
犯
罪
捜
査
第

一

組
織
犯
罪
捜
査
第

一組
織
犯
罪
捜
査
第

二組
織
犯
罪
捜
査
第

三

組
織
犯
罪
捜
査
第

二

組
織
犯
罪
捜
査
第

四組
織
犯
罪
捜
査
第

五組
織
犯
罪
捜
査
第

六

組
織
犯
罪
捜
査
第

三

組
織
犯
罪
捜
査
第

七組
織
犯
罪
対
策
第

八

電
話
詐
欺

捜
査
室

電
話
詐
欺
捜
査

電
話
詐
欺
分
析

電
話
詐
欺
捜
査
第

一電
話
詐
欺
捜
査
第

二

庶
務

庶
務

庶
務

危
機
管
理

室

災
害
・
富
士
山
噴

火

災
害
対
策

富
士
山
噴
火
対
策

実
施

実
施

危
機
管
理

室

災
害
・
富
士
山
噴

火

災
害
対
策

富
士
山
噴
火
対
策

実
施

実
施

警
衛
・
警

護
室

警
衛
・
警
護

警
衛
・
警
護
第
一

警
衛
・
警
護
第
二

危
機
管
理

室

災
害
・
富
士
山
噴

火

災
害
対
策

富
士
山
噴
火
対
策

実
施

実
施

警
衛
・
警

護
室

警
衛
・
警
護

警
衛
・
警
護
第
一

警
衛
・
警
護
第
二

危
機
管
理

室

災
害
・
富
士
山
噴

火

災
害
対
策

富
士
山
噴
火
対
策

実
施

実
施
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「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
交
通
規
制
の
部
　
　

組
織
犯
罪

捜
査
室

組
織
犯
罪
捜
査
第

一

組
織
犯
罪
捜
査
第

一組
織
犯
罪
対
策
第

二組
織
犯
罪
対
策
第

三

組
織
犯
罪
捜
査
第

二

組
織
犯
罪
捜
査
第

四組
織
犯
罪
捜
査
第

五組
織
犯
罪
捜
査
第

六

組
織
犯
罪
捜
査
第

三

組
織
犯
罪
捜
査
第

七組
織
犯
罪
捜
査
第

八組
織
犯
罪
捜
査
第

九

組
織
犯
罪
捜
査
第

四

組
織
犯
罪
対
策
第

十

組
織
犯
罪

捜
査
室

組
織
犯
罪
捜
査
第

一

組
織
犯
罪
捜
査
第

一組
織
犯
罪
捜
査
第

二組
織
犯
罪
捜
査
第

三

組
織
犯
罪
捜
査
第

二

組
織
犯
罪
捜
査
第

四組
織
犯
罪
捜
査
第

五組
織
犯
罪
捜
査
第

六

組
織
犯
罪
捜
査
第

三

組
織
犯
罪
捜
査
第

七組
織
犯
罪
対
策
第

八

電
話
詐
欺

捜
査
室

電
話
詐
欺
捜
査

電
話
詐
欺
分
析

電
話
詐
欺
捜
査
第

一電
話
詐
欺
捜
査
第

二

組
織
犯
罪

捜
査
室

組
織
犯
罪
捜
査
第

一

組
織
犯
罪
捜
査
第

一組
織
犯
罪
捜
査
第

二組
織
犯
罪
捜
査
第

三

組
織
犯
罪
捜
査
第

二

組
織
犯
罪
捜
査
第

四組
織
犯
罪
捜
査
第

五組
織
犯
罪
捜
査
第

六

組
織
犯
罪
捜
査
第

三

組
織
犯
罪
捜
査
第

七組
織
犯
罪
対
策
第

八

電
話
詐
欺

捜
査
室

電
話
詐
欺
捜
査

電
話
詐
欺
分
析

電
話
詐
欺
捜
査
第

一電
話
詐
欺
捜
査
第

二

庶
務



山
梨
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十
一
号
　
　
令
和
五
年
三
月
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日

三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

別
表
第
一
地
域
の
部
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
生
活
安
全
捜
査
の
部
サ
イ
バ
ー
犯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
罪
対
策
室
の
款
を
削
り
、
同
表
通
信
指
令
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

サ
イ
バ
ー

犯
罪
対
策
庶
務

庶
務

サ
イ
バ
ー
犯
罪

対
策

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
対
策

サ
イ
バ
ー
犯
罪
対

策

サ
イ
バ
ー
犯
罪

捜
査

サ
イ
バ
ー
犯
罪
捜

査
第
一

サ
イ
バ
ー
犯
罪
捜

査
第
二

別
表
第
三
甲
斐
警
察
署
の
部
敷
島
北
警
察
官
駐
在
所
の
項
中
「
敷
島
北
警
察
官
駐
在
所
」
を
「
敷

地
域
指
導

室

企
画

企
画

指
導

指
導

職
務
質
問
指
導

地
域
指
導

室

企
画

企
画

指
導

指
導

職
務
質
問
指
導

通
信
指
令

室

通
信
企
画
・
指
導
通
信
企
画
・
指
導

通
信
運
用

第
一
通
信
指
令
官
指
令
第
一

第
二
通
信
指
令
官
指
令
第
二

第
三
通
信
指
令
官
指
令
第
三

地
域
指
導

室

企
画

企
画

指
導

指
導

職
務
質
問
指
導

通
信
指
令

室

通
信
企
画
・
指
導
通
信
企
画
・
指
導

通
信
運
用

第
一
通
信
指
令
官
指
令
第
一

第
二
通
信
指
令
官
指
令
第
二

第
三
通
信
指
令
官
指
令
第
三

第
九
条
中
「
通
信
指
令
課
」
を
「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
課
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

八
　
通
信
指
令
業
務
の
企
画
、
調
査
、
指
導
、
運
用
等
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
一
一
〇
番
通
報
そ
の
他
の
緊
急
通
報
等
の
受
理
、
指
令
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
事
件
、
事
故
そ
の
他
の
警
察
事
象
に
対
す
る
初
動
的
な
措
置
に
必
要
な
画
像
そ
の
他
の
情
報

集
約
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
無
線
通
話
の
統
制
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
の
八
を
削
る
。

第
十
一
条
の
七
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一

号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
を
第
十
一
条
の
八
と
す
る
。

第
十
一
条
の
六
を
第
十
一
条
の
七
と
し
、
第
十
一
条
の
三
か
ら
第
十
一
条
の
五
ま
で
を
一
条
ず
つ

繰
り
下
げ
、
第
十
一
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
通
信
指
令
室
）

第
十
一
条
の
三
　
地
域
課
に
通
信
指
令
室
を
附
置
す
る
。

2
　
通
信
指
令
室
に
お
い
て
は
、
第
十
一
条
第
八
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ

ど
る
。

第
十
一
条
の
九
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
課
）

第
十
一
条
の
九
　
サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
サ
イ
バ
ー
犯
罪
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
地
域
指
導
室
」
の
下
に
「
、
通
信
指
令
室
」
を
加
え
、
「
、
サ
イ
バ
ー

犯
罪
対
策
室
」
を
削
る
。

第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
地
域
指
導
室
」
の
下
に
「
、
通
信
指
令
室
」
を
加
え
、
「
、
サ
イ

バ
ー
犯
罪
対
策
室
」
を
削
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
一
六
一
人
」
を
「
一
六
二
人
」
に
、
「
四
六
五
人
」
を
「
四
六
九
人
」

に
、
「
四
八
一
人
」
を
「
四
八
五
人
」
に
、
「
四
九
六
人
」
を
「
五
〇
〇
人
」
に
、
「
一
、
六
八
二

人
」
を
「
一
、
六
九
五
人
」
に
、
「
二
九
六
人
」
を
「
三
〇
五
人
」
に
、
「
一
、
九
七
八
人
」
を

「
二
、
〇
〇
〇
人
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
五
九
九
人
」
を
「
六
一
二
人
」
に
、
「
一
九
六

人
」
を
「
二
〇
五
人
」
に
、
「
七
九
五
人
」
を
「
八
一
七
人
」
に
、
「
一
、
六
八
二
人
」
を
「
一
、

六
九
五
人
」
に
、
「
二
九
六
人
」
を
「
三
〇
五
人
」
に
、
「
一
、
九
七
八
人
」
を
「
二
、
〇
〇
〇

人
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

地
域
指
導

室

企
画

企
画

指
導

指
導

職
務
質
問
指
導

通
信
指
令

室

通
信
企
画
・
指
導
通
信
企
画
・
指
導

通
信
運
用

第
一
通
信
指
令
官
指
令
第
一

第
二
通
信
指
令
官
指
令
第
二

第
三
通
信
指
令
官
指
令
第
三



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
一
号
　
　
令
和
五
年
三
月
三
日

四

島
交
番
」
に
改
め
、
「
上
芦
沢
」
の
下
に
「
、
長
塚
、
大
下
条
」
を
加
え
、
「
（
通
称
大
栄
に
限

る
。
）
」
を
削
り
、
同
部
敷
島
南
警
察
官
駐
在
所
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
中
第
一
条
の
規
定
は
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
同
年
四
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。


